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《目 的》

離島の保全管理

《目 的》

▼ 国土の適切な管理、利用のため離島を含む位置情報等の基本的情報の整備を推進する。

離島の基準点整備

【具体的な施策】
平成20年度

久場島（くばしま）
青森県久六島

離島の基準点整備

空中写真の撮影等

地名情報・地図情報の整備

電子基準点による観測

基準点（三角点）の設置 三角点標識
電子基準点
沖ノ鳥島

• 測量法に基づき国が設置する位置情報を有する標識で、種々の経

《効 果》

離 島 の 基 準 点 整 備

基準点（ 角点）の設置 角点標識 沖ノ鳥島

《今後の対応》

• 排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島のうち、基準

離 島 の 基 準 点 整 備

測量法に基 き国が設置する位置情報を有する標識で、種々の経
済活動の基礎となる土地の測量の基準。国の行政権がその土地
に及び、国がその島において経済活動を行う意志が有ることを表
示する一手段となる。

電子基準点による観測

排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島のうち、基準
点が整備可能な離島への整備を進める。

• 電子基準点により海洋プレートの運動を把握し国土を
監視する

電子基準点による観測

• 海洋プレートの運動を把握し、国土の監視に資する。

• 空中写真・人工衛星画像・標高データ・火山土地条件図の整備によ

電子基準点による観測

空中写真の撮影等
• 離島の状況を把握するため適時に空中写真撮影を実
施する。

監視する。

空中写真の撮影等

• 空中写真 人工衛星画像 標高デ タ 火山土地条件図の整備によ
り離島の状況を把握することで、適切な離島の保全・管理に資す

る。
• 離島の地図更新に必要な情報取得に資する。
地図情報・地名情報の整備 • 25000分1レベルの地図情報が未整備な北方領土は人

工衛星画像により計画的に整備する

• 空中写真・人工衛星画像により適時に離島の地図情
報を更新する。

地図情報・地名情報の整備

• 島名称の確認・付与は、特に、排他的経済水域の外縁を根拠付ける
離島等の安定的な保全・管理に資する。

• 地名情報・地図情報に明示することにより、適切な開発・利用・管理に資
する。

工衛星画像により計画的に整備する。

• 排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島のうち、まだ
名称の確定していない39島に関しては、関係機関と連
携して、名称を確定し、地図情報・地名情報を整備する。



離島の基準点整備
△電子基準点・三角点整備 ●三角点整備 ●H24三角点整備予定 ○整備調査検討

排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島の基準点整備状況

首相官邸（海洋政策本部）HPの低潮線保全区域座標
データを参考に作成

白瀬(H23)

伊豆鳥島(H22)

硫黄鳥島(H21)

鮫島(H20)

南鳥島

仲御神島

硫黄鳥島(H21)

与那国島

沖ノ鳥島

仲御神島
(H21)



離島の標高データの整備
平成23年度及び平成24年度詳細データ整備予定の離島

（平成23年整備：硫黄島・諏訪之瀬島）（平成23年整備：硫黄島 諏訪之瀬島）

大島

利島

種子島

馬毛島

竹島

硫黄島
黒島

（H23）利島

新島

神津島

式根島

馬毛島

口永良部島
屋久島

（H23）

神津島
三宅島

御蔵島

大野原島

御蔵島

諏訪之瀬島
（H23）

八丈島
八丈小島

標高精度30cm以内のデータ整備



離島における火山基本図及び火山土地条件図整備状況

青：火山土地条件図及び火山基本図
を整備した島

赤 火山基本図を整備赤：火山基本図を整備

伊豆大島

火山基本図

伊豆大島
三宅島

薩摩硫黄島
薩摩竹島薩摩竹島

諏訪之瀬島

火山土地条件図



離島における地図情報の整備・更新

北方領土（整備中）北方領土（整備中）

竹島（平成19年刊行）
水晶島（歯舞群島） （平成22年刊行）

©JAXA

魚釣島（平成元年刊行）魚釣島（平成元年刊行）

南鳥島（昭和53年刊行）

※空中写真の撮影が困難な北方領土、竹
島等については、高分解能衛星画像等を
利用して整備・更新。沖ノ鳥島（昭和59年刊行）


